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第
１
　
は
じ
め
に

　

中
小
企
業
の
事
業
承
継
が
、
日
本
経
済
に

お
け
る
一
つ
の
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
中

小
企
業
が
、
日
本
経
済
の
礎
で
あ
る
こ
と
は

い
ま
さ
ら
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

中
小
企
業
は
、
企
業
数
で
全
体
の
約
９
割
を

占
め
、
雇
用
で
は
約
７
割
を
占
め
て
お
り
、

優
れ
た
技
術
を
持
つ
中
小
企
業
も
数
多
く
活

動
し
て
い
ま
す
。
中
小
企
業
の
健
全
な
発
展

の
た
め
の
環
境
を
整
備
し
、
未
来
に
承
継
し

て
ゆ
く
こ
と
は
、 

日
本
経
済
が
継
続
的
に
発

展
を
続
け
て
い
く
為
に
必
要
不
可
欠
な
こ
と

で
す
。

　

こ
の
中
小
企
業
の
事
業
承
継
に
あ
た
っ
て
、

オ
ー
ナ
ー
が
所
有
し
て
い
る
株
式
等
の
会
社

関
係
の
資
産
を
円
滑
に
後
継
者
に
移
転
さ
せ

る
こ
と
が
一
つ
の
テ
ー
マ
と
な
り
ま
す
が
、

こ
れ
に
関
し
て
相
続
で
問
題
と
な
る
の
が
遺

留
分
（
民
法
１
０
２
８
条
以
下
）
で
す
。

　

そ
こ
で
、
本
号
と
次
号
で
は
、
事
業
承
継

相
続 

あ
れ
こ
れ　

そ
の
２

	
	
	

事
業
承
継
と
民
法

	
	
	
	

　
弁
護
士　

田
仲
敏
征　

TO
SH
IYU
KI	TAN

AKA

に
か
ら
め
て
遺
留
分
や
特
例
法
等
の
関
連
す

る
話
題
を
中
心
に
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

第
２
　
遺
留
分
の
制
度

１
　
登
場
人
物

　

本
稿
で
も
、
前
回
に
引
き
続
い
て
、
架
空

の
家
族
に
登
場
し
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

　
　
　

相
談
者
：
徳
下
家
安
（
70
歳
）

　
　
　

相
談
者
の
妻
：
お
茶
（
68
歳
）

　
　
　

相
談
者
の
長
男
：
秀
安
（
45
歳
）

　
　
　
　
　
　
　

二
男
：
秀
唯
（
42
歳
）

２
　
相
談
例
～
遺
言
で
す
べ
て
解
決
す
る

の
？

【
家
安
氏
の
相
談
】

　

私
は
、
甲
建
設
株
式
会
社
（
以
下
、「
甲

建
設
」）
の
代
表
取
締
役
を
務
め
て
い
ま
す
。

秀
唯
は
甲
建
設
の
取
締
役
で
す
。
私
は
秀
唯

を
後
継
者
と
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

私
の
資
産
の
う
ち
、
甲
建
設
に
関
す
る
も

の
は
本
社
の
敷
地
と
甲
建
設
株
で
す
。
こ
れ

ら
の
会
社
に
関
す
る
資
産
は
、
す
べ
て
秀
唯

に
相
続
さ
せ
る
と
の
遺
言
を
作
成
し
た
い
の

で
す
が
、
民
法
上
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る

で
し
ょ
う
か
。

３
　
家
安
氏
が
遺
言
を
残
さ
ず
に
死
亡
し
た

ら
？

⑴　

共
有
・
準
共
有

　

例
え
ば
、
家
安
氏
が
突
然
病
に
倒
れ
、
遺

言
を
残
さ
ず
に
死
亡
し
た
場
合
、
会
社
の
資

産
は
ど
う
な
る
か
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

本
件
で
、
す
べ
て
の
会
社
関
係
の
資
産
を

秀
唯
氏
が
相
続
す
る
と
の
遺
産
分
割
協
議
が

ま
と
ま
ら
ず
、
法
定
相
続
分
で
の
相
続
と
な

っ
た
場
合
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
共
有
、
株

式
に
つ
い
て
は
準
共
有
（
東
京
高
判
昭
和
48

年
９
月
17
日
高
民
26
巻
３
号
２
８
８
頁
）
と

な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
で
は
、
本

社
の
敷
地
及
び
会
社
の
株
式
す
べ
て
を
、
お

茶
氏
（
持
分
２
分
の
１
）、
秀
安
氏
（
持
分

４
分
の
１
）
及
び
秀
唯
氏
（
持
分
４
分
の
１
）

の
共
有
・
準
共
有
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
場
合
、
よ
く
あ
る
勘
違

い
と
し
て
は
、
家
安
氏
が
１
０
０
０
株
を
所

有
し
て
い
た
と
し
て
、
お
茶
氏
が
５
０
０
株
、

秀
安
氏
と
秀
唯
氏
が
２
５
０
株
づ
つ
相
続
す

る
と
考
え
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
間
違
い
で
す
。
す
べ
て
の
株
式
が
準

共
有
と
な
り
ま
す
。

⑵　

不
動
産
の
保
存
・
管
理
・
処
分

　

不
動
産
が
共
有
と
な
っ
た
場
合
、
そ
の
保

存
・
管
理
・
処
分
の
た
め
の
要
件
は
次
頁
の

表
の
と
お
り
で
す
（
民
法
２
５
１
条
、
同

２
５
２
条
）。
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⑶　

株
式
の
権
利
行
使

　

準
共
有
の
場
合
の
株
式
の
権
利
行
使
で
す

が
、
共
有
者
は
、
共
有
株
式
に
つ
い
て
の
権

利
を
行
使
す
る
者
一
人
を
定
め
、
株
式
会
社

に
対
し
、
そ
の
者
の
氏
名
又
は
名
称
を
通
知

し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
（
会
社
法
１
０
６

条
本
文
）。
権
利
行
使
者
の
選
定
の
方
法
で

す
が
、
共
有
株
主
が
持
分
の
価
格
に
従
い
そ

の
過
半
数
で
決
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
（
最

三
平
成
９
年
１
月
28
日
判
時
１
５
９
９
号

１
３
９
頁
）。

⑷　

ま
と
め

　

以
上
の
よ
う
に
、
遺
言
が
無
く
、
遺
産
分

割
協
議
も
思
う
よ
う
に
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た

場
合
、
秀
唯
氏
と
し
て
は
、
自
ら
の
取
締
役

と
し
て
の
地
位
を
維
持
し
、
甲
建
設
の
経
営

を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
は
、
お
茶
氏
と
秀
安

氏
の
動
向
に
対
し
て
常
に
配
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
で
は
、
甲
建
設

は
常
に
身
内
の
争
い
に
さ
ら
さ
れ
る
危
険
を

有
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

４
　
遺
留
分
の
制
度

⑴　

総
論

　

そ
こ
で
、
家
安
氏
と
し
て
は
、
す
べ
て
の

甲
建
設
に
関
す
る
資
産
を
秀
唯
氏
に
相
続
さ

せ
る
と
の
遺
言
を
作
成
し
た
い
と
考
え
て
い

る
わ
け
で
す
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、

常
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
遺

留
分
に
つ
い
て
で
す
。

　

家
安
氏
は
本
来
自
由
に
財
産
の
処
分
が
で

き
ま
す
の
で
、
す
べ
て
の
資
産
を
秀
唯
氏
に

相
続
さ
せ
る
旨
の
遺
言
を
残
す
こ
と
も
自
由

で
す
。
し
か
し
、
民
法
上
、
遺
留
分
の
制
度

に
よ
っ
て
家
安
氏
の
自
由
な
処
分
に
制
限
が

加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

遺
留
分
の
制
度
と
は
、
被
相
続
人
が
有
し

て
い
た
相
続
財
産
に
つ
い
て
、
そ
の
一
定
割

合
の
承
継
を
一
定
の
法
定
相
続
人
に
保
障
す

る
制
度
で
す（
民
法
１
０
２
８
条
以
下
）。「
遺

留
分
」
と
は
、
被
相
続
人
の
財
産
の
中
で
、

法
律
上
そ
の
取
得
が
一
定
の
相
続
人
に
留
保

さ
れ
て
お
り
、
被
相
続
人
に
よ
る
自
由
な
処

分
に
制
限
が
加
え
ら
れ
て
い
る
持
分
的
な
利

益
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

遺
留
分
の
制
度
は
、
被
相
続
人
の
財
産
処

分
の
自
由
と
相
続
人
の
保
護
と
の
調
和
の
観

点
か
ら
設
け
ら
れ
た
制
度
（
最
一
小
判
平
成

13
年
11
月
22
日
民
集
55
巻
６
号
１
０
３
３

頁
）
で
す
が
、
そ
の
正
当
化
根
拠
に
対
し
て

は
批
判
も
あ
り
ま
す
。

⑵　

遺
留
分
減
殺
請
求
権
の
行
使

　

遺
留
分
は
ど
の
よ
う
に
主
張
す
る
の
か
で

す
が
、
遺
留
分
減
殺
の
意
思
表
示
を
す
る
こ

と
に
よ
り
ま
す
（
民
法
１
０
３
１
条
）。
必

ず
し
も
訴
え
の
方
法
に
よ
る
こ
と
は
要
し
ま

せ
ん
。
裁
判
外
で
も
、
裁
判
で
抗
弁
と
し
て

主
張
し
た
場
合
で
も
い
い
の
で
す
（
た
だ
し
、

裁
判
外
で
主
張
す
る
場
合
は
、
内
容
証
明

等
に
よ
っ
て
証
拠
を
残
し
て
お
い
て
く
だ
さ

い
）。　

⑶　

遺
留
分
減
殺
請
求
の
効
果

　

で
は
、
遺
留
分
減
殺
請
求
権
が
行
使
さ
れ

る
と
、
ど
の
よ
う
な
効
果
が
生
じ
る
の
で
し

ょ
う
か
。
遺
留
分
減
殺
請
求
権
が
行
使
さ
れ

る
と
、
遺
留
分
を
侵
害
す
る
贈
与
や
遺
贈
は
、

侵
害
の
限
度
で
失
効
し
、
贈
与
や
遺
贈
が
未

履
行
で
あ
れ
ば
履
行
義
務
を
免
れ
、
既
に
履

行
し
て
い
る
と
き
は
、
返
還
請
求
が
可
能
と

な
り
ま
す
。

　

贈
与
や
遺
贈
の
目
的
物
は
受
贈
者
・
受
遺

者
と
減
殺
請
求
権
者
と
の
共
有
関
係
と
な
り

ま
す
。

　

た
だ
し
、
減
殺
請
求
の
相
手
方
は
、
現
物

返
還
を
す
る
の
が
原
則
で
す
が
、
価
額
で
弁

償
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
民
法

  内容 意思決定

 変更・処分 共有物の性質・形状に変更を加える行為
  又は共有物について法律的な処分をする行為 共有者全員の同意。
  （売買、抵当権の設定等）。
 
 管理行為 利用行為（共有物の現状を維持しつつ経済的用法により
  　　　　　使用収益する行為） 各共有者の持ち分の

  又は改良行為（共有物の現状を変更しない限度で 価格の過半数で  
  　　　　　　　その価値を高める行為）。 決定する。

 保存行為 共有物の現状を維持する行為。 各共有者が単独でできる。
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１
０
４
１
条
）。

　

例
え
ば
、
本
件
で
、
不
動
産
と
株
式
以
外

に
家
安
氏
の
遺
産
が
な
く
、
家
安
氏
が
こ
れ

ら
を
す
べ
て
秀
唯
氏
に
相
続
さ
せ
る
と
の
遺

言
を
残
し
た
場
合
、
後
に
示
す
算
定
式
に
よ

る
と
、
お
茶
氏
は
４
分
の
１
、
秀
安
氏
は
８

分
の
１
の
遺
留
分
を
有
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
秀
唯
氏
の
相
続
は
お
茶

氏
と
秀
安
氏
の
遺
留
分
を
侵
害
す
る
こ
と
と

な
り
、
原
則
と
し
て
遺
留
分
減
殺
請
求
に
よ

り
、
不
動
産
と
株
式
に
対
し
、
お
茶
氏
４
分

の
１
、
秀
安
氏
が
８
分
の
１
の
持
ち
分
を
有

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

秀
唯
氏
に
資
金
的
な
余
裕
が
あ
れ
ば
価
額

弁
償
が
可
能
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
資
金
が

無
い
場
合
、
遺
言
が
無
い
場
合
よ
り
お
茶
氏

と
秀
安
氏
の
持
ち
分
は
減
る
と
は
い
え
、
秀

唯
氏
は
支
配
権
確
保
の
目
安
で
あ
る
３
分
の

２
を
超
え
る
株
式
を
取
得
す
る
こ
と
は
出
来

ま
せ
ん
。

⑷　

遺
留
分
減
殺
の
順
序

　

減
殺
さ
れ
る
べ
き
遺
贈
及
び
贈
与
が
複
数

存
在
す
る
と
き
は
、
ま
ず
遺
贈
か
ら
減
殺
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
民
法
１
０
３
３
条
）。

こ
れ
は
、
贈
与
さ
れ
た
財
産
が
相
続
開
始
前

に
相
続
財
産
か
ら
逸
出
し
て
い
る
点
を
考
慮

し
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

次
に
、
遺
贈
が
複
数
あ
る
と
き
は
、
遺
言

者
の
別
段
の
意
思
が
表
明
さ
れ
て
い
な
い
場

合
に
は
、
遺
贈
価
額
の
割
合
に
応
じ
て
減
殺

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
民
法
１
０
３
４

条
）。　

　

こ
の
よ
う
に
、
遺
留
分
減
殺
の
目
的
と
な

る
財
産
に
つ
い
て
遺
言
者
の
意
思
で
順
番
を

定
め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
事

業
承
継
と
は
関
係
の
無
い
財
産
が
あ
る
場
合

に
は
、
ま
ず
そ
ち
ら
か
ら
減
殺
請
求
の
対
象

と
す
る
と
の
遺
言
を
す
る
こ
と
も
、
遺
留
分

対
策
の
一
つ
で
す
。

　

遺
贈
が
減
殺
さ
れ
て
、
そ
れ
で
も
遺
留
分

の
保
全
が
さ
れ
な
い
と
き
は
、
贈
与
が
減
殺

さ
れ
ま
す
。
贈
与
が
複
数
の
と
き
は
、
相
続

開
始
時
に
近
い
贈
与
か
ら
始
め
、
前
の
贈
与

に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
民
法

１
０
３
５
条
）。

　

な
お
、
死
因
贈
与
は
遺
贈
に
次
い
で
、
生

前
贈
与
よ
り
前
に
遺
留
分
減
殺
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
特
定
の
遺
産
を
特
定
の
相
続

人
に
「
相
続
さ
せ
る
」
旨
の
遺
言
が
実
務
上

多
く
み
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
遺
贈
と
は
法
的
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に
異
な
る
の
で
す
が
、
遺
贈
と
同
視
さ
れ
ま

す
（
東
京
高
裁
平
成
12
年
３
月
８
日
判
タ

１
０
３
９
号
２
９
４
頁
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
遺
留
分
減
殺
の
順
序
は
、

遺
贈
（
相
続
さ
せ
る
旨
の
遺
言
）
→
死
因
贈

与
→
生
前
贈
与
と
な
り
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
遺
留
分
減
殺
権
者
は
、
減
殺

す
べ
き
物
件
を
選
択
し
て
減
殺
請
求
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
（
東
京
地
判
昭
和
61
年
９

月
26
日
判
時
１
２
１
４
号
１
１
６
頁
）。

⑸　

遺
留
分
減
殺
請
求
権
者

　

遺
留
分
減
殺
の
請
求
権
者
は
、
遺
留
分
権

利
者
と
そ
の
承
継
人
で
す
。
遺
留
分
権
利
者

は
、
被
相
続
人
の
兄
弟
姉
妹
及
び
そ
の
代
襲

者
を
除
く
相
続
人
で
す
。
承
継
人
に
は
、
遺

留
分
権
利
者
の
相
続
人
、
包
括
受
遺
者
、
相

続
分
の
譲
受
人
な
ど
包
括
承
継
人
及
び
特
定

承
継
人
が
含
ま
れ
ま
す
。
特
定
承
継
人
に
は
、

各
処
分
行
為
に
対
す
る
個
別
的
な
減
殺
請
求

権
の
譲
受
人
な
ど
が
含
ま
れ
ま
す
。

⑹　

遺
留
分
侵
害
額
算
定
の
方
法

　

遺
留
分
減
殺
請
求
を
す
る
た
め
に
は
、
遺

留
分
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

遺
留
分
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、

被
相
続
人
が
自
由
に
処
分
で
き
る
財
産
を
超

え
て
処
分
を
し
た
結
果
、
相
続
人
が
現
実
に

受
け
る
相
続
利
益
が
法
定
の
遺
留
分
額
に
満

た
な
い
状
態
を
い
い
ま
す
。

ア　

遺
留
分
侵
害
額

　

遺
留
分
侵
害
額
は
、
次
の
よ
う
に
計
算
さ

れ
ま
す
。

遺
留
分
侵
害
額

＝
遺
留
分
額 

ー
（
遺
留
分
権
利
者
が
相
続

に
よ
っ
て
得
た
財
産
額 

ー
相
続
債
務
分
担

額
） 

ー
（
特
別
受
益
額
＋
遺
贈
額
）

イ　

遺
留
分
額
の
算
定

　

個
別
の
遺
留
分
の
額
は
、
次
の
よ
う
に
計

算
さ
れ
ま
す
。

遺
留
分
額

＝
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
額
×
個

別
的
遺
留
分
の
割
合

（
ア
）　

遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
額

　

遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
額
は
次

の
よ
う
に
確
定
し
ま
す
。

遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
額

＝
（
被
相
続
人
が
相
続
開
始
時
に
有
し
て
い

た
財
産
の
価
額
）+

（
贈
与
財
産
の
価
額
）

ー
（
相
続
債
務
の
全
額
）

　

被
相
続
人
が
相
続
開
始
時
に
有
し
て
い
た

財
産
の
価
額
に
は
、
条
件
付
権
利
及
び
存
続

期
間
の
不
確
定
な
権
利
も
含
ま
れ
ま
す
。
た

だ
し
、
こ
の
価
額
は
家
庭
裁
判
所
の
選
任
し

た
鑑
定
人
の
評
価
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
ま
す

（
１
０
２
９
条
２
項
）。

　

次
に
、
加
算
さ
れ
る
贈
与
に
は
次
の
も
の

が
該
当
し
ま
す
。
す
べ
て
の
贈
与
が
対
象
と

な
ら
な
い
の
は
、
過
去
に
遡
っ
て
無
制
限
に

贈
与
を
基
礎
財
産
に
参
入
す
る
こ
と
で
生
じ

る
取
引
の
安
全
を
害
す
る
危
険
を
避
け
る
た

め
で
す
。

①　

相
続
開
始
前
の
１
年
間
に
さ
れ
た
贈
与

（
民
法
１
０
３
０
条
前
段
）。
基
準
時
は
、
贈

与
契
約
締
結
時
で
す
。

②　

遺
留
分
権
利
者
に
損
害
を
加
え
る
こ

と
を
知
っ
た
贈
与
（
民
法
１
０
３
０
条
後

段
）。「
損
害
を
加
え
る
こ
と
を
知
っ
て
」
と

は
、
遺
留
分
を
侵
害
す
る
認
識
が
あ
れ
ば
よ

く
、
損
害
を
与
え
る
と
い
う
加
害
の
意
図
や

誰
が
遺
留
分
権
利
者
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

③　

不
相
当
な
対
価
で
な
さ
れ
た
有
償
処
分

（
民
法
１
０
３
９
条
）。

④　

特
別
受
益
（
民
法
９
０
３
条
）
と
し
て

の
贈
与
は
全
て
参
入
さ
れ
ま
す
。
相
続
開
始

１
年
前
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
損
害
を

加
え
る
こ
と
の
認
識
の
有
無
も
問
い
ま
せ
ん
。 　

な
お
、
特
別
受
益
に
該
当
す
る
贈
与
に
つ

い
て
は
、
被
相
続
人
に
よ
る
持
戻
し
免
除
が

認
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
免
除
が
な
さ

れ
た
場
合
で
も
、
贈
与
は
遺
留
分
算
定
の
基

礎
と
な
る
財
産
に
算
入
さ
れ
ま
す
。
そ
う
し

な
い
と
、
多
額
の
贈
与
を
し
て
持
戻
し
を
免

除
す
れ
ば
、
遺
留
分
を
事
実
上
少
な
く
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す

（
最
一
小
決
平
成
24
年
１
月
26
日
）。

（
イ
）　

個
別
的
遺
留
分
の
割
合

　

個
別
的
遺
留
分
の
割
合
は
、
次
の
よ
う
計

算
さ
れ
ま
す
。

個
別
的
遺
留
分
の
割
合

＝
民
法
１
０
２
８
条
所
定
の
遺
留
分
の
割
合

×
法
定
相
続
分
の
割
合

　

本
件
で
は
、
民
法
１
０
２
８
条
所
定
の
遺

留
分
の
割
合
は
同
条
２
号
の
「
被
相
続
人
の

財
産
の
２
分
の
１
」
と
な
り
ま
す
の
で
、
個

別
的
遺
留
分
の
割
合
は
以
下
の
よ
う
に
な
り

ま
す
。

お
茶
氏
：
１
／
２
×
１
／
２
＝
１
／
４

秀
安
氏
：
１
／
２
×
１
／
４
＝
１
／
８

⑺　

遺
留
分
減
殺
請
求
の
紛
争
解
決
手
段

　

遺
留
分
減
殺
請
求
を
し
て
も
、
相
手
方
が

応
じ
な
い
場
合
は
ど
の
よ
う
な
法
的
解
決
手
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続
紛
争
を
避
け
る
た
め
に
、
遺
留
分
を
放
棄

さ
せ
た
い
相
続
人
に
何
ら
か
の
財
産
を
贈
与

す
る
こ
と
な
ど
を
言
い
ま
す
。

　

注
意
が
必
要
な
の
は
、
遺
留
分
放
棄
は
、

相
続
放
棄
と
は
異
な
り
、
相
続
人
と
な
ら
な

く
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ

　

ち
な
み
に
、
遺
留
分
減
殺
請
求
権
を
行
使

し
た
結
果
と
し
て
目
的
物
の
物
権
的
返
還
請

求
権
が
生
じ
た
場
合
、
そ
の
返
還
請
求
権
は

時
効
に
よ
り
消
滅
し
ま
せ
ん
（
最
二
小
判
平

成
７
年
６
月
９
日
判
タ
８
８
５
号
１
５
４

頁
）。

⑼　

遺
留
分
の
放
棄

　

遺
留
分
の
心
配
を
な
く
す
た
め
に
、
遺
留

分
の
放
棄
も
可
能
で
す
。
遺
留
分
の
放
棄
は
、

相
続
前
で
も
可
能
で
す
。
た
だ
し
、
相
続
開

始
前
の
放
棄
は
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
受
け

る
必
要
が
あ
り
ま
す
（
１
０
４
３
条
１
項
）。

こ
れ
は
、
被
相
続
人
の
威
圧
に
よ
っ
て
遺
留

分
権
利
者
に
放
棄
を
強
要
す
る
こ
と
を
防
ぐ

た
め
で
す
。

　

遺
留
分
放
棄
の
許
可
は
、
被
相
続
人
と
な

る
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
家
庭
裁
判
所
に

申
し
立
て
ま
す
（
家
事
手
続
法
２
１
６
条
１

項
２
号
）。

　

家
庭
裁
判
所
は
、
権
利
者
の
自
由
意
思
、

理
由
の
合
理
性
・
必
要
性
、
放
棄
と
引
き
換

え
の
代
償
の
有
無
な
ど
を
考
慮
し
て
拒
否
を

判
断
し
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
許
可
の

審
判
を
し
ま
す
（
家
事
手
続
法
２
１
６
条
１

項
２
号
）。
代
償
と
い
う
の
は
、
死
後
の
相

段
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

　

遺
留
分
減
殺
に
関
す
る
紛
争
は
、
訴
訟
事

項
で
す
か
ら
、
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

し
か
し
、
遺
留
分
に
関
す
る
事
件
は
、
被

相
続
人
の
相
続
に
関
す
る
紛
争
で
す
か
ら
、

「
家
庭
に
関
す
る
事
件
」
と
し
て
家
庭
裁
判

所
の
調
停
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な

く
、
調
停
前
置
主
義
に
よ
り
、
地
方
裁
判
所

又
は
簡
易
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
前
に

家
庭
裁
判
所
の
調
停
を
経
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。（
家
事
事
件
手
続
法
２
４
４
条
、
同
法

２
５
７
条
）。
た
だ
し
、
調
停
が
不
成
立
の

場
合
、
家
庭
裁
判
所
の
審
判
に
移
行
す
る
の

で
は
な
く
、
民
事
訴
訟
で
解
決
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
（
家
事
事
件
手
続
法
２
７
２
条
３

項
）。

⑻　

消
滅
時
効
・
除
斥
期
間

　

遺
留
分
減
殺
請
求
権
は
、
遺
留
分
権
利

者
が
、
相
続
の
開
始
及
び
減
殺
す
べ
き
贈

与
又
は
遺
贈
の
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
時
か

ら
１
年
で
時
効
に
よ
り
消
滅
し
ま
す
（
民
法

１
０
４
２
条
前
段
）。
ま
た
、
相
続
開
始
時

か
ら
10
年
を
経
過
す
れ
ば
消
滅
し
ま
す
（
同

条
後
段
除
斥
期
間
）。

て
、
遺
言
が
な
い
、
遺
言
を
紛
失
し
た
な
ど

の
場
合
、
遺
産
分
割
調
停
の
当
事
者
と
な
り

ま
す
。

　

さ
て
、
本
号
で
は
、
事
業
承
継
に
お
い
て

相
続
の
場
面
で
問
題
と
な
る
遺
留
分
の
制
度

を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。
次
号
で
は
、
こ
の
遺

留
分
対
策
等
を
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

あれこれ相続


